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2022年 11月29日

ソフトバンク株式会社

＜2022年9月要請「電気通信事業法の一部を改正する法律の趣旨等に沿った
公正な競争環境の確保に向けた取組」への報告＞
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1. 事業法第27条の3の規律の遵守に関する取り組み

2. 端末購入プログラムに関する取り組み

3. 転売ヤー/不適切な乗り換えに関する取り組み
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31. 事業法第27条の3の規律の遵守

①
店頭広告物への以下対応

✓ 回線セット・端末単体の価格の併記
✓ 回線セット・端末単体で在庫を分けていないことの明記

② 在庫区分を理由とした販売拒否を行わない取り組み（代理店/スタッフへの周知・研修等）

③ 代理店/スタッフへの指導徹底・強化

④ 独自の覆面調査の実施

⑤ 端末単体販売に関する代理店手数料の支払い、端末単体販売の代理店評価への反映

事業法遵守（上限2万円規制等）のため各種対応を実施
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41. 事業法第27条の3の規律の遵守（取り組み例）

【店頭広告物】

※商品在庫は、お手続き内容を問わず販売します

回線セット・端末単体で在庫を分けていないことの明記

回線セット・端末単体時の価格併記
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51. 事業法第27条の3の規律の遵守（取り組み例）

構成員限り【代理店/スタッフへの周知】 【スタッフ向け研修】
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72. 端末購入プログラム

代理店対応

① 代理店/スタッフへの周知・研修

② 独自覆面調査の実施

③ 店頭ツール写真報告

ユーザ対応

④ 各種店頭ツールでの案内

⑤ Webサイト、Myページ、重要事項説明、カタログ、DM/メール等での案内

その他対応

⑥ ITジャーナリスト/メディアへのメール配信

⑦ 国民生活センターへの説明・メール配信

端末購入プログラム（回線契約不問）の周知に関する各種対応を実施
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【Webサイト】

【Myページ】

「トクするサポート/トクするサポート+/新トクするサポー
ト」は回線契約がなくても、特典利用条件を満たせば特
典利用可能です。

【重要事項説明】

【DM/メール等】

【店頭ツール】

2. 端末購入プログラム（取り組み例）
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関係各位

2022年10月13日、下記の報道発表を行いました。

■“ソフトバンク”、高性能なトリプルレンズカメラを搭載した手のひらサイズで持ちやすい5Gスマホ
「Xperia 5 IV」を10月21日に発売
https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2022/20221013_01/?sbpr=info

機種代金の支払いがお得になるプログラム「新トクするサポート」は、対象機種を購入する場合、回線契
約の有無を問わず利用できます。また、購入時に回線を契約されていたお客さまが契約を解除された後
も、「新トクするサポート」の特典を受けられます。

【総合カタログ】

□□.................................................................................................................□□
■■■端末単体販売に関わる弊社の取り組みについて ■■■
・弊社端末購入サポートプログラム（「新トクするサポート」）については、
回線契約が条件ではなく端末購入のみで加入が可能です。
・また、回線契約者がプログラム利用中に回線解約した場合であっても、解約後も特典利用可能です。
・弊社では、お客様に対して上記内容を正確にご理解いただくため、以下のような取り組みを継続的に
行っていきます。
－HP、店頭POP、店頭ポスター等において用いる端末購入サポートプログラムのロゴの近くに回線契約
を結んでいなくても
端末購入サポートプログラムが利用可能であることを分かりやすく表示
－重要事項説明、端末購入サポートプログラム利用者向けメール・DM、Myページ等で、回線契約解
約後も特典を受けられる旨を周知
－販売代理店/スタッフへの周知・指導の徹底 等
□□.................................................................................................................□□

【ITジャーナリスト/メディアへのメール配信】

【国民生活センターへのメール配信】

2. 端末購入プログラム（取り組み例）
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113. 転売ヤー/不適切な乗り換えを生まない対策

転売ヤー対策
顧客管理システムによる1人1台の制御
（名義、生年月日等使用者情報との突合により、
同一人物と判定された場合には割引は適用不可）

不適切な
乗り換え対策

代理店/スタッフへの注意喚起、研修

転売ヤー/不適切な乗り換え対策として以下対応を実施
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【代理店/スタッフへの注意喚起】 【スタッフ向け研修】

3. 不適切な乗り換えを生まない対策（具体例）

構成員限り



© 2022 SoftBank Corp.

13


